
高等教育の修学支援新制度 ご利用の方へ 

（１）振込用紙送付日程について 

  学費振込方法について「分納」を選択された方を対象に、支援区分に基づき授業料の減免を行った振込用紙を

送付いたします。 

   振込用紙の送付時期と各期納入期限は下表の通りとなります。 

新入生（予約採用） 

送 付 日（予定） 納入期限日 

完納 

分納１期 
WEB手続きのため送付なし 入学手続き期間 

分納２期 
令和 7年 ５月２6日 
振込用紙（１種類：分納２期） 

令和 7年  ６月２０日 

分納３期 令和 7年１０月 20日 

適格認定（家計）判定結果に基づく 

振込用紙（２種類：分納３・４期） 

令和 7年１1月 4 日 

分納４期 令和 7年１１月２０日 

（２）ご返金について 

①分納をご選択された場合

  支援区分に基づく入学金減免額及び分納１期分授業料減免額は、６月にご返金いたします。 

②完納をご選択された場合

支援区分に基づく入学金減免額及び分納１・２期分授業料減免額は、６月にご返金いたします。 

分納３・４期分授業料減免額については、適格認定（家計）の判定結果に従って１１月にご返金いたします。 

（３）次年度以降の学費振込用紙の送付について 

  次年度以降の学費振込用紙は、本制度の支援対象者の方々におかれましては、「分納」にてご案内いたします。 

 本制度は、適格認定が年に２回行われます。 

３月の適格認定（学業成績等）では、大学にて学業成績や学修意欲等に基づき次年度の継続可否を判定します。 

１０月の適格認定（家計）では、日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）にて生計維持者と奨学生本人の経済状況に基づ

き支援区分の見直しが行われます。 

適格認定の判定結果によっては、授業料の減免額もそれに応じて変更が生じる可能性があります。 

そのため、学費振込用紙は、適格認定判定後のご案内となります。 

【取扱窓口】 

高等教育の修学支援新制度に関する手続について：学生生活課（神田・生田） 

授業料の納付について：経理課（神田・生田） 

③新入生：予約採用申請者 


